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ニジサクラＰＲ動画作成業務委託に係る 

公募型プロポーザル方式の企画提案審査実施要領 

１ 目的 

この要領は、ニジサクラブランド推進協議会（以下、「協議会」という。）が実施す

るニジサクラＰＲ動画作成業務委託について、受託者の選定にあたり実施する公募型プ

ロポーザルに関して、必要な事項を定めるものである。 

２ 委託業務に関する事項 

(1) 業務名 

ニジサクラＰＲ動画作成業務委託 

(2) 業務内容 

別添１「ニジサクラＰＲ動画作成業務委託基本仕様書」（以下、「仕様書」とい

う。）のとおり。 

(3) 委託期間 

契約締結の日から令和７年１月31日（金）まで 

(4) 提案上限額 

1,000千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

３ 契約相手方の選定 

本業務は、公募により企画提案を募集し、優れた提案及び能力を有し最も適格と判断

される事業者を契約予定者とする。 

４ 応募に関する事項 

(1) 応募資格 

応募できる事業者は、以下の項目すべての要件を満たす者とする。 

①地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に規定する者に該当し

ないこと。 

②申請日において、山形県税（山形県税に付帯する税外収入を含む。）及び消費税を

滞納していないこと。なお、山形県競争入札参加資格者名簿（以下、「名簿」とい

う。）に登載されている者は、滞納がないものとみなす。 

③山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止の措置を受けていないこ

と。 

④宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

⑤山形県暴力団排除条例（平成23年８月１日施行）の規定により、次のいずれにも該

当しない者。 

ア 役員等（参加者が個人である場合にはその者を、参加者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。）が暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号

に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者である

と認められる者。  
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イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる

者。  

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められる者。  

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると

認められる者。  

オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められる者。  

⑥会社更生法（平成14年法律第154号）、民事再生法（平成11年法律第225号）の規定

に基づく更生及び再生手続きをしていないこと。 

⑦当該業務の円滑な履行ができる体制が整備できること。 

(2) 失格事項 

次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があったときは失格とする。 

①この要項に定めた資格・要件が備わっていないとき 

②提出書類の提出期限までに所定の書類が整わなかったとき 

③提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど適合しないとき 

④提出書類に虚偽又は不正があったとき 

⑤民法（明治29年法律第89号）第90条（公序良俗違反）、第93条（心裡留保）、第94

条（虚偽表示）又は第95条（錯誤）に該当する提案を行った場合 

⑥見積金額が県の提示する提案上限額を上回るとき 

⑦下記７のプレゼンテーションに参加しなかったとき 

５ 提出書類及び提出方法等 

以下の書類を提出すること。 

(1) 提出書類及び提出部数 

①企画提案参加申込書（様式第１号）：１部 

②企画提案応募条件に係る宣誓書（様式第２号）：１部 

③企画提案書提出票（様式第３号）：５部 

④様式第３号に添付する企画提案書：５部 

＜添付書類＞ 

（様式第１号関係） 

ア 会社概要等がわかるパンフレット等１部 

イ 法人の履歴事項全部証明書（提出日において発行の日から３箇月以内のもの）、定

款又は寄付行為、役員名簿、直近の決算書又はこれに類する書類 各１部 

ウ 山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む。）及び消費税の滞納がないことを

証明する書類（非課税のものを除く。）。次の(ｱ)及び(ｲ)各１部 

(ｱ) 山形県税 
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山形県に収めるべき税に未納の徴収金（納期限が到来していないものを除く。）

がない旨の証明書（各総合支庁の発行する直近の証明書。提出日において、発行の

日から３箇月以内のもの。） 

(ｲ) 消費税及び地方消費税 

消費税及び地方消費税の納税証明書（本社所在地管轄の税務署が発行する直近１

年間の証明書。提出日において、発行日から３箇月以内のもの。）ただし、新型

コロナウイルス感染症等の影響により徴収猶予を受けている場合は、納税の猶予

許可通知書に代えることができる。 

※１ ウの書類については、山形県競争入札参加資格者名簿に登載されている者は、提

出する必要はない。 

※２ イ、ウに定める各種証明書等は複写したもので差し支えない。 

(2) 書類の提出期限 

①参加申込書（様式第１号）、企画提案応募条件に係る宣誓書（様式第２号） 

令和６年８月30日（金）午後５時 

②企画提案書提出票（様式第３号）、様式第３号に添付する企画提案書 

令和６年９月20日（金）午後５時 

(3) 提出先 

「10 担当部署」へ提出すること 

(4) 提出方法 

郵送又は持参による。  

① 郵送の場合は、配達証明付きの書留郵便に限るものとし、提出期限必着とする。  

② 持参する場合は、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休

日、日曜日及び土曜日（以下、「休日等」という。）を除く午前８時30分から午後５

時まで（正午から午後１時までの間を除く。）に提出先に持参すること。  

(5) 企画提案書の記載事項  

企画提案書は、「仕様書」に基づき、提案内容を簡潔かつ分かりやすくまとめたもの

とし、 以下の事項について記載すること。  

① 「仕様書」に定める「４ 委託業務の内容」に基づく企画の内容  

② 業務の実施体制（業務責任者、業務担当者、連携体制等）  

③ 業務の実施スケジュール（業務の全工程を記載すること）  

④ 事業経費見積書（基本仕様書の項目ごとに、数量、単位、単価を明示し、費用の内

訳、積算根拠が分かるように記載した事業経費見積書（様式第４号）を添付するこ

と。また、消費税及び地方消費税額の金額を算出し、合計金額を記載すること。）  

⑤ これまでの業務実績（類似業務の実績がある場合は、官民を問わず、これまで実施

した代表的な事業がわかる資料を添付すること。また、過去２年以内に国又は自治

体から受注した代表的な事業があれば併せて提出すること） 

(6) その他  

・提案は１事業者につき、１提案とする。 
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・提案は全て企画提案書に記載すること。 

・企画提案書は様式第３号に添付して提出すること。 

・企画提案書はＡ４判（片面印刷）の30頁以内（表紙を含む）とし、ダブルクリップ

で綴じること。各頁下部に通し番号を印字し、目次を付けること。白黒、カラーは

問わない。 

・企画提案書は、紙ベースとＰＤＦ形式（CD-Rにて）の両方を提出すること。 

６ 企画提案作成等に関する質問・問い合わせについて 

(1) 企画提案に関する一切の質問等は、別紙「ニジサクラＰＲ動画作成業務委託に係る

質問書（様式第５号）」により行うこと。 

(2) 質問書の提出は電子メールにより行うものとし、件名を「ニジサクラＰＲ動画作成

業務への問合せ」として、「10 担当部署」あてに送信すること。なお、口頭及び電

話での質問は受け付けないものとする。 

(3) 質問書の受付期間 

令和６年８月27日（火）午後５時までとする。 

(4) 質問書への回答 

質問書への回答は、山形県ホームページの公募要領掲載ページに掲載する。ただ

し、各提案者の独自企画に関することについては、当該質問をした提案者のみに回答

する。 

７ 審査・選定方法及び評価基準 

(1) 審査方法 

協議会は、企画提案者の中から本業務の受託候補者を選定するため、次のとおり審査

会を開催する。 

審査は、事前に提出された企画提案書及び提案者によるプレゼンテーションを基に、

あらかじめ定めた審査基準により審査を行う。各審査委員の審査結果を集計し、平均

点が60点以上の企画のうち、各委員の評価点の順位の合計が最小の提案者を最優秀提

案者として選定する。順位の合計が最小の提案者が複数いる場合は、委員間の協議に

より最優秀提案者を選定する。提案者が１者のみである場合も同様の審査を行う。 

提案者がない場合には、一旦企画提案公募の実施を中止し、業務の内容等について再

検討のうえ、改めて募集を行うこととする。なお、提案者が６者を超えた場合は、プ

レゼンテーション審査に先立ち一次審査（書類審査）を実施し、上位６者を選定す

る。 

(2) 企画提案者によるプレゼンテーション 

①プレゼンテーションへの出席者は、事業者毎にそれぞれ３名以内とする。 

②１事業者当たりの持ち時間は、プレゼンテーション約20分、委員との質疑応答約10

分とする。 

③事前に提出された企画提案書のほか、別途パワーポイント等により作成した資料に

てプレゼンテーションを行うことを妨げないが、企画提案書を踏まえた内容とする

こと。 
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(3) 評価基準 

【審査項目及び審査の視点】 

審査項目及び

配点 
審査の視点 

評価 

a 

調整 

b 

配点 

a×b 

企画立案 

【30点】 

・本業務の目的や業務内容を理解し、意

欲的な提案となっているか。 
５ ２ 10点 

・ニジサクラの魅力が伝わる動画とな

るような提案がなされているか。 

(動画制作/10点、広報素材の制作/10点) 

５ ４ 20点 

動画制作 

【40点】 

・動画制作において独自の工夫（水中撮

影など）がなされているか。 
10 ４ 40点 

業務遂行の 

実現性 

【30点】 

・事業者は過去５年以内に同種又は類

似事業の実績を有しているか。  
５ １ ５点 

・担当者が適切に配置されるなど、事業

を実施する体制が整っているか。 
５ ２ 10点 

・無理なく業務を遂行できるスケジュ

ールとなっているか。  
５ ２ 10点 

・費用の内訳や積算根拠が明確に示さ

れ、基本仕様書の内容に基づき積算され

ているか。  

５ １ ５点 

総計   100点 

※配点について 

 評価は５段階で行うものとし、評価点の採点基準は下表のとおりとする。 

採点基準 評価点 

非常に優れている ５点 

優れている ４点 

標準的である ３点 

やや劣っている ２点 

劣っている １点 

 (4) 審査結果の通知 

審査結果については、各企画提案者に書面で通知する。なお、審査結果に関する質

問には、応じない。 

８  企画提案書提出後のスケジュール（予定） 

(1) 企画提案審査会の開催 ９月下旬（参加申込の受領後、別途通知する） 

(2) 審査結果の通知 ９月下旬 

(3) 契約締結 ９月下旬（別途通知する） 

９ その他 



6 

 

(1) 企画提案に関して必要となる費用の一切は、提案者の負担とする。 

(2) この要項に定めのない事項については、別途協議のうえ決定する 

(3) 提出された企画提案書は返却しない。また、必要に応じて複写を行う場合がある。 

(4) 提出期限後における企画提案書の再提出、差換えは一切認めない。 

(5) 企画提案書の提出後、都合により参加を辞退する場合は、速やかに書面により「10

担当部署」に提出すること。 

(6) 募集及び契約については、発注者の都合により中止する場合がある。 

10  担当部署 

ニジサクラブランド推進協議会事務局 

（山形県農林水産部水産振興課） 

住所：〒990-8570 山形市松波二丁目８番１号山形県庁９階 

電話：023-630-3330 

FAX：023-630-3257 

E-mail:ysuisan@pref.yamagata.jp 



（様式第１号） 

 

ニジサクラＰＲ動画作成業務委託 

企画提案参加申込書 

 

 年  月  日 

ニジサクラブランド推進協議会 

会長 髙橋和博 殿 

                    所 在 地 

                    事業者 名 

                    代表者氏名            印 

 

このことについて、下記のとおり関係書類を添えて申し込みます。 

 

記 

１ 応募事業者等の概要 

 

事業所等所在地 

〒 

 

電 話： 

事業者名 
（フリガナ） 

 

設立年月日  

業種  

従業員数       人 

代表者職名･氏名  

 

主な事業内容 

 

 

 

山形県競争入札参加

資格者名簿（物品及

び役務）登録番号 

 

 

※登録している場合は記載すること。 

担当者部署名  担当者名  

担当者電話番号  E-mailアドレス  

２ 添付書類 

・（様式第２号）企画提案応募条件に係る宣誓書 

・会社概要等がわかるパンフレット等（写しによる提出可）（※） 

※法人の履歴事項全部証明書（提出日の３箇月以内に発行されたもの）、定款又は寄附行為、

役員名簿（法人格をもたない場合は、運営規約や役割分担を明示した組織図等）、直近の決

算書又はこれに類する書類 

・山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む）及び消費税を滞納していないことを証明する

書類（写しによる提出可）（※） 

※非課税のものを除き、提出日の３箇月以内に発行されたものとする。なお、山形県競争入札

参加資格者名簿に登載されている者は提出不要。 



（様式第２号） 

 

企画提案応募条件に係る宣誓書 

  年  月  日 

ニジサクラブランド推進協議会 

会長 髙橋和博 殿 

 

                    所 在 地 

                    事業者 名 

                    代表者氏名            印 

 

 ニジサクラＰＲ動画作成業務委託受託事業者としての応募にあたり，下記のすべての条件に該当

し，本業務を的確に遂行するに足りる能力を有していることを宣誓します。 

記 

 

１ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項に規定する者に該当しないこ

と。 

２ 申請日において、山形県税（山形県税に付帯する税外収入を含む。）及び消費税を滞納してい

ないこと。 

３ この事業の募集開始時から企画提案提出時までの間に，山形県競争入札参加資格者指名停止要

綱（平成 15年４月１日施行）に基づく指名停止を受けていないこと。 

４ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする者でないこと。 

５ 次のいずれにも該当しないこと。 

(1)  役員等（参加者が個人である場合にはその者を、参加者が法人である場合にはその役員又

はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員

（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴

力団員等」という。）であること。 

(2)  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団

をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。 

(3)  役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。 

(4)  役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的

あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。 

(5)  役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

６ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づ

く更生及び再生手続きをしていないこと。 

７ 当該業務の円滑な履行ができる体制が整備できること。 



（様式第３号） 

 

企 画 提 案 書 提 出 票 

 

  年  月  日 

ニジサクラブランド推進協議会 

会長 髙橋和博 殿 

 

                    所 在 地 

                    事業者 名 

                    代表者氏名             

 

 ニジサクラＰＲ動画作成業務委託に係る企画提案書を別添のとおり提出します。 

 

 

担当者所属・職・氏名 

 

 

 

連 絡 先 

連絡先住所 

 

 

 

電話番号 
 

 

ＦＡＸ番号 
 

 

E-mail 
 

 

  

※「企画提案審査実施要領」及び「基本仕様書」による企画提案書を添付すること。 

 1．「ニジサクラ」を紹介する動画の制作について 

 2．業務の実施体制（業務責任者、業務担当者、連携体制等） 

 3．業務の実施スケジュール（業務の全行程を記載すること） 

 4．事業経費見積書（様式第４号） 

 5．これまでの業務実績（類似事業実績含む） 

 

 

  



（様式第４号） 

事 業 経 費 見 積 書 

（ニジサクラＰＲ動画作成業務委託） 

（公募型プロポーザル） 

 

                                 （単位：円） 

区分 見積額 積算内訳 

(1) 動画制作   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(2) 一般管理費   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(3)その他   

   

小計  ① ※千円未満切捨て 

消費税及び地方消費税  ②＝①×10% 

総事業費  ①＋② 

※ 適宜、線を加えるなどして記載してください。 

 

 

 

 

 



（様式第５号） 

 

ニジサクラＰＲ動画作成業務委託に 

係る質問書 

 

質 問 者 

事業者名  

連 絡 先 

担当者名： 

Ｔ Ｅ Ｌ： 

Ｆ Ａ Ｘ： 

E - m a i l： 

質問内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・本事業で企画提案するに当たり質問事項があれば，令和６年８月 27日（火）午後５時 

までに本様式にて E-mailにより送付すること。 

 ・電話や口頭での質問は受け付けない。 

・送付先：ニジサクラブランド推進協議会事務局（山形県農林水産部水産振興課） 

  E-mail：ysuisan@pref.yamagata.jp 

 

 

 

 


